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土
地
・
家
屋
の
課
税
で
よ
く
あ
る
質
問

を
紹
介
し
ま
す
。

問　

地
価
が
下
が
っ
て
い
る
の
に
、
土
地

の
税
額
が
上
が
る
の
は
。

答　

宅
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、
評
価
の
均

衡
を
図
る
た
め
、
全
国
一
律
に
地
価
公
示

価
格
や
鑑
定
評
価
格
な
ど
の
七
割
を
目
途

と
し
て
評
価
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。（「
七
割
評
価
」
と
い
い
ま
す
。）
本
来
、

土
地
の
固
定
資
産
税
は
、
評
価
額
を
課
税

標
準
額
と
し
て
課
税
す
る
も
の
で
す
が
、

七
割
評
価
に
よ
り
評
価
額
と
課
税
標
準
額

に
大
き
な
開
き
が
生
じ
た
た
め
、
評
価
額

に
対
し
て
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
ど
の

程
度
の
水
準
に
あ
る
の
か
と
い
う
「
負
担

水
準
」
を
求
め
、
こ
れ
に
よ
り
税
額
を
決

定
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
負
担
水
準
の
低
い
土
地

は
、
前
年
度
課
税
標
準
額
に
そ
の
年
度
の

百
分
の
五
を
加
え
る
こ
と
で
、
毎
年
税
額

を
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

負
担
水
準
の
高
い
土
地
は
、
税
額
を
据

え
置
く
か
、
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
地
価
が
下
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
土
地
の
税
額
が
上
が
る
の
は
、
こ

の
負
担
水
準
が
低
い
た
め
で
す
。

問　

昨
年
度
よ
り
税
額
が
急
に
高
く
な
っ

た
の
で
す
が
。

答　

次
の
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

①
住
宅
の
敷
地
と
し
て
使
用
し
て
い
た

が
、
住
宅
を
取
り
壊
し
た
た
め
、
住
宅

用
地
の
特
例
措
置
が
な
く
な
り
、
本
来

の
税
額
に
戻
っ
た
場
合
。

　

②
新
築
住
宅
に
対
す
る
減
額
措
置
の
適

用
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本

来
の
税
額
に
戻
っ
た
場
合
。

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
第
一
期

分
の
納
期
限
四
月
三
十
日
ま
で
に
全
期
分

ま
と
め
て
納
付
す
る
と
、
報
奨
金
が
年
間

の
税
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　

四
月
三
十
日
の
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

報
奨
金
制
度
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

納
付
書
は
、
前
納
制
度
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
、
全
期
分
と
各
納
期
（
第
一
期
〜

第
四
期
）
分
を
ま
と
め
た
冊
子
を
送
付
し

ま
す
。

　

口
座
振
替
利
用
の
方
は
、
四
月
三
十
日

に
登
録
の
口
座
か
ら
振
り
替
え
ま
す
の
で
、

預
貯
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係　
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税
金
の
話 
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　国民健康保険税には、低所得世帯を対象に納税の負担を軽減することを目的とした軽減措置があります。これま
では応益割合に基づき６割と４割の軽減措置を行っていました。しかし、今回の制度改正により、応益割合にかか
わらず７割、５割、２割軽減が可能となったことから軽減割合を増やし、さらに対象者（２割軽減）の拡充を行いま
す。
　軽減措置は、昨年中の所得を基に判定します。加入者などに所得の申告をしていない方がいる場合は軽減判定で
きませんので注意してください。
　すでに所得税の確定申告、町県民税の申告、勤務先から給与支払報告書の提出など所得申告が済んでいる方は、
改めて所得の申告をする必要はありません。
　軽減を受けるために申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税計算されます。

これから今まで
基準となる所得金額

平等割額均等割額平等割額均等割額

７割軽減６割軽減３３ 万円以下の世帯

５割軽減４割軽減
３３ 万円＋２４.５万円×（世帯主以外の被保険者数＋世帯主以外の特定同
一世帯所属者数）以下の世帯

２割軽減軽減措置なし
３３万円＋３５万円×（世帯に属する被保険者数＋世帯に属する特定同一
世帯所属者数） 以下の世帯

※　特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失
日以降も継続して同一の世帯に属する方。（世帯主の異動があった場合や喪失日から５年を経過すると特定同一世
帯所属者ではなくなります）
□問い合わせ先　保険課国保係　� (４８)１１１１（内２１４・２１６）


